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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラスが取り外されて開口を形成し前記ガラスが係合されていたガラス係合部より前記
開口の外方側に当該ガラス係合部より室外側に突出する突出部を有する既設サッシの既設
枠に取り付けられる改装枠を有する改装サッシであって、
　前記改装枠は、前記ガラス係合部と対向して前記既設枠に取り付けられる取付部を有し
、
　前記取付部は、
　前記既設枠に取り付けられる前記取付部の縁が、前記突出部より外方側に配置される場
合には、前記ガラス係合部との間に、当該取付部と前記ガラス係合部とに当接される当接
部材を介して前記ガラス係合部に固定され、
　前記取付部の前記縁が、前記突出部より前記開口の中央側に配置される場合には、前記
ガラス係合部に直接に固定されることを特徴とする改装サッシ。
【請求項２】
　請求項１に記載の改装サッシであって、
　前記既設サッシは、ＦＩＸ窓用のサッシであり、
　前記ガラス係合部は、前記ガラスが保持されていたガラス保持部であることを特徴とす
る改装サッシ。
【請求項３】
　請求項１に記載の改装サッシであって、
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　前記既設サッシは、前記ガラスがルーバーをなすガラスルーバー窓用のサッシであり、
　前記ガラス係合部は、前記ガラスルーバー窓を閉めた状態にて、前記ルーバーをなす前
記ガラスと対向するガラス対向部であることを特徴とする改装サッシ。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の改装サッシであって、
　前記取付部は、前記改装サッシの縦枠に設けられており、
　前記取付部の見付け方向の幅は、前記ガラス係合部の見付け方向の幅より広いことを特
徴とする改装サッシ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、既設サッシの既設枠に取り付ける改装サッシに関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物の開口部に設けられた既設サッシの中には、開閉不能にガラスが嵌め込まれたＦＩ
Ｘ窓用のサッシがある（例えば、特許文献１参照）。また、短冊状に形成されたガラスが
ルーバーをなすガラスルーバー窓用のサッシも知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２８７３１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような既設のＦＩＸ窓を開閉可能な窓への改装を、また、既設のガラスルーバー
窓をルーバーのない開放的な窓への改装を、希望される場合がある。ＦＩＸ窓やガラスル
ーバー窓は比較的間口が狭い開口に設けられている場合が多いため、できるだけ開口部の
幅を広く確保することが望まれたり、または、屋外側への突出量を小さくすることが望ま
れる等、施工現場により要求が相違する。しかしながら、施工現場に合わせた専用の改装
サッシを用いることは管理が煩雑であるとともにコストが高くなるという課題がある。
【０００５】
　本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、汎用性
が高い改装サッシを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる目的を達成するために本発明の改装サッシは、ガラスが取り外されて開口を形成
し前記ガラスが係合されていたガラス係合部より前記開口の外方側に当該ガラス係合部よ
り室外側に突出する突出部を有する既設サッシの既設枠に取り付けられる改装枠を有する
改装サッシであって、前記改装枠は、前記ガラス係合部と対向して前記既設枠に取り付け
られる取付部を有し、前記取付部は、前記既設枠に取り付けられる前記取付部の縁が、前
記突出部より外方側に配置される場合には、前記ガラス係合部との間に、当該取付部と前
記ガラス係合部とに当接される当接部材を介して前記ガラス係合部に固定され、前記取付
部の前記縁が、前記突出部より前記開口の中央側に配置される場合には、前記ガラス係合
部に直接に固定されることを特徴とする改装サッシ。
【０００７】
　このような改装サッシによれば、改装枠の取付部の縁が突出部より外方側に配置されて
取り付けられる場合は、取付部が突出部より屋外側に位置するので、屋外側から見た際に
は突出部を取付部にて覆って既設枠の露出を小さく抑えることが可能である。また、取付
部の縁が突出部より外方側に配置される場合には、改装枠がより開口の外方側に配置する
ことができるので、改装枠にて形成される新たな開口の見付け方向の幅をより大きく確保
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することが可能である。このとき、取付部とガラス係合部とが見込み方向に間隔を隔てて
配置されるが、取付部とガラス係合部との間には、取付部とガラス係合部とに当接される
当接部材が介在されるので、安定した状態にて改装枠を既設枠に取り付けることが可能で
ある。
【０００８】
　また、改装枠の取付部の縁が、突出部より開口の中央側に配置される場合には、ガラス
係合部に直接に固定されるので、改装枠の室外側への突出量を小さく抑えることが可能で
ある。すなわち、開口を大きく確保したい現場や室外側への突出量を抑えたい現場などい
ずれの現場にも用いることが可能な汎用性の高い改装サッシを提供することが可能である
。
【０００９】
　かかる改装サッシであって、前記既設サッシは、ＦＩＸ窓用のサッシであり、前記ガラ
ス係合部は、前記ガラスが保持されていたガラス保持部であることが望ましい。　
　このような改装サッシによれば、改装枠が取り付けられるガラス係合部は、ＦＩＸ窓用
のサッシのガラス保持部であり高い強度を有するので、ガラス保持部に改装枠を強固に取
り付けることが可能である。
【００１０】
　かかる改装サッシであって、前記既設サッシは、前記ガラスがルーバーをなすガラスル
ーバー窓用のサッシであり、前記ガラス係合部は、前記ガラスルーバー窓を閉めた状態に
て、前記ルーバーをなす前記ガラスと対向するガラス対向部であることとしてもよい。　
　このような改装サッシによれば、改装枠が取り付けられるガラス係合部として、ガラス
ルーバー窓用のサッシのガラス対向部を用いることにより、ガラスルーバー窓用のサッシ
にも取り付けることが可能な改装サッシを提供することが可能である。
【００１１】
　かかる改装サッシであって、前記取付部は、前記改装サッシの縦枠に設けられており、
前記取付部の見付け方向の幅は、前記ガラス係合部の見付け方向の幅より広いことが望ま
しい。　
　このような改装サッシによれば、改装サッシの縦枠に設けられた取付部の見付け方向の
幅が、ガラス係合部の見付け方向の幅より広いので、改装枠を取り付けることにより、既
設枠が露出する量をより小さく抑えることが可能である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、汎用性が高い改装サッシを提供することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態に係る改装サッシを説明するための水平断面図である。
【図２】本実施形態に係る改装サッシの改装枠が既設枠に取り付けられた状態の一例を示
す水平断面図である。
【図３】本実施形態に係る改装サッシを室外側への突出量を小さくして取り付けた状態を
示す水平断面図である。
【図４】本実施形態に係る改装サッシをガラスルーバー窓の既設枠に取り付けた状態を示
す水平断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施形態に係る改装サッシについて図面を参照して説明する。
【００１５】
　本実施形態の改装サッシ１は、例えば、建物の室内外の境界となる壁に設けられている
ＦＩＸ窓用の既設サッシの既設枠５０に固定される改装枠５と、改装枠５に開閉自在に設
けられた障子３０と、を有する縦辷出し窓用のサッシである。障子３０は、上下の端がピ
ンにて回動自在に支持されており、室内側に設けられたハンドル３２を操作することによ
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り、改装枠５が有する上枠（不図示）及び下枠（不図示）に沿ってピンがスライドしつつ
障子３０が回動して、開閉するように構成されている。
【００１６】
　以下の説明においては、建物等に取り付けられた状態の既設枠５０及び改装サッシ１を
屋内側から見たときに、左右となる方向を左右方向または見付け方向、屋内外方向である
奥行き方向を見込み方向として示す。また、改装サッシユニットが備える各部材は、単体
の状態であっても既設枠５０に取り付けられた状態で見付け方向、見込み方向等となる方
向にて方向を特定して説明する。
【００１７】
　また、本実施形態においては、建物に既に設けられている既存の既設枠５０と、既設枠
５０を覆うように改装される改装サッシ１とが登場するが、同じ名称を有する部位、部材
には、各名称の前に「既設」または「改装」を付して説明する。例えば、既設枠が有する
縦枠等は既設縦枠等とし、改装サッシ１が有する縦枠や障子等は、改装縦枠、改装障子等
として説明する。
【００１８】
　図１は、本実施形態に係る改装サッシを説明するための水平断面図である。図２は、本
実施形態に係る改装サッシの改装枠が既設枠に取り付けられた状態の一例を示す水平断面
図である。図２では、室内側から見て既設枠５０の右側の既設縦枠５１に、改装枠５の右
側の改装縦枠１０が取り付けられている。以下の説明では、右側の既設縦枠５１に取り付
けられた右側の改装縦枠１０を例に挙げて説明するが、左側の既設縦枠５５に取り付けら
れた左側の改装縦枠３５も、右側の改装縦枠１０と左右が反転するだけで他は同じである
。
【００１９】
　図１に示すように、既設サッシの既設枠５０は、ＦＩＸ窓用である既設サッシのガラス
（不図示）が取り外されて、ガラスにて覆われていた部分が開放されて矩形状の開口３を
なしている。
【００２０】
　図２に示すように、ガラスが取り外された既設縦枠５１はガラスを保持していたガラス
係合部としてのガラス保持部５１ａと、ガラス保持部５１ａより開口３の外方側、すなわ
ち、既設縦枠５１のガラス保持部５１ａより室外側に突出する突出部５１ｂと、突出部５
１ｂと繋がって室内側に延出され開口３の中央側に臨む既設壁部５１ｃと、既設壁部５１
ｃの室内側の端部にて既設額縁と対向する額縁対向部５１ｄと、見込み方向において額縁
対向部５１ｄとガラス保持部５１ａとのほぼ中央近傍から開口３の外方側に突出されて躯
体４に固定される躯体固定部５１ｅとを有している。
【００２１】
　そして、既設縦枠５１は、額縁対向部５１ｄの室内側の端部が既設額縁７と対向する状
態で、固定金具５３により既設額縁７に固定されるとともに、躯体固定部５１ｅが躯体４
に固定されて取り付けられ、室外側に突出された突出部５１ｂが最も室外側に位置してい
る。また、突出部５１ｂの先端には、水切りが設けられており、突出部５１ｂの先端より
室内側に位置させてガラス保持部５１ａが開口３の全周において開口３の中央側に向かっ
て突出されている。
【００２２】
　右側の改装縦枠１０は、開口の中央側に臨み、室内側に配置される室内側壁部１２と室
外側に配置される室外側壁部１３とが断熱部材２４を介して接合された改装壁部１１と、
室内側壁部１２の室内側の端部であって改装額縁８に固定される額縁固定部１４と、室内
側壁部１２の室外側の端部から開口３の中央側に突出され障子３０の室内側の部位が当接
されるシール材２５が設けられた室内側障子当接部１５と、室内側障子当接部１５より室
内側に間隔を隔てて開口の中央側に突出された嵌合片１６と、室外側壁部１３の室外側に
開口の中央側に突出され障子３０の室外側の部位が当接されるシール材２５が設けられた
室外側障子当接部１７と、室外側壁部１３から開口３の外方側に突出されて既設縦枠５１
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に取り付けられる取付部１８と、室外側壁部１３の室外側の先端より僅かに室内側から外
方に向かって突出された突片１９と、を有している。
【００２３】
　室内側障子当接部１５の室内側壁部１２側の部位と嵌合片１６とには、アタッチメント
２１が嵌合されており、左右の改装縦枠１０に嵌合されたアタッチメント２１間に網戸２
２が取付けられている。
【００２４】
　取付部１８は、改装縦枠１０を既設縦枠５１に取り付けられたときにガラス保持部５１
ａと対向する部位を有する対向壁部１８ａと、対向壁部１８ａの外方側の先端から室外側
に突出された外方縁壁部１８ｄと、外方縁壁部１８ｄの室外側の縁から開口の中央側に延
出された延出部１８ｅとを有している。対向壁部１８ａは、改装縦枠１０の室外側の先端
より室内側に配置されており、室外側壁部１３の室外側の先端部分、突片１９、外方縁壁
部１８ｄ、延出部１８ｅとともに室外側に開放された凹部１０ａを形成している。ここで
、取付部１８の見付け方向の幅は、ガラス保持部５１ａの見付け方向の幅より大きく形成
されている。
【００２５】
　また、取付部１８の対向壁部１８ａには、改装上枠（不図示）及び改装下枠（不図示）
と接合するためのビスが螺合されるビス固定部１８ｂと、ビス固定部１８ｂから室外側に
突出させた突起１８ｃとを有している。このため、凹部１０ａは、ビス固定部１８ｂ及び
突起１８ｃより外方側に位置する外方側凹部１０ｂと、ビス固定部１８ｂ及び突起１８ｃ
より開口の中央側に位置する中央側凹部１０ｃとに分かれている。
【００２６】
　また、凹部１０ａの室外側に位置する突片１９と延出部１８ｅとは、見込み方向におい
て同じ位置に形成されており、突片１９と延出部１８ｅとには、凹部１０ａを覆うカバー
部材２７の係止片２７ａが係止されてカバー部材２７が取り付けられる。カバー部材２７
が取り付けられた状態では、室外側壁部１３の外方側に突出された取付部１８のほぼ全域
がカバー部材２７に覆われる。取付部１８がカバー部材２７にて覆われると、カバー部材
２７の室外側の面２７ｂと室外側壁部１３の室外側の縁とが同一平面をなし、カバー部材
２７の室内側の面２７ｃに突起１８ｃが当接される。
【００２７】
　次に、ガラスを取り外したＦＩＸ窓用の既設枠５０への、改装枠５の取り付け方法につ
いて説明する。
【００２８】
　本実施形態の改装サッシ１を既設枠５０に取り付ける際に、障子３０を開いて開放され
る幅をより広く確保することを望む場合には、図１、図２に示すように、既設枠５０の突
出部５１ｂの先端より室外側に改装縦枠１０の取付部１８を配置するとともに、改装縦枠
１０の外方縁壁部１８ｄが既設枠５０の突出部５１ｂより外方側に位置するように配置す
る。このとき、改装枠５を室外側から既設枠５０に取り付ける際に、改装縦枠１０の取付
部１８の室内側の領域にて外方側に突出する部位、本実施形態の場合には、室内側壁部１
２と室外側壁部１３との断熱部材２４の保持部１１ａから突出する部位１１ｂが、既設枠
５０のガラス保持部５１ａと接触しない位置に改装枠５を配置する。
【００２９】
　その後、改装枠５の室内側壁部１２を既設枠５０のガラス保持部５１ａの内側に挿入す
るように改装枠５を既設枠５０に近づける。このとき、ガラス保持部５１ａと取付部１８
の対向壁部１８ａとの間に当接部材としての下地材２８を配置する。そして、改装縦枠１
０の対向壁部１８ａが既設枠５０の突出部５１ｂに当接されると、下地材２８に対向壁部
１８ａとガラス保持部５１ａとが当接される。
【００３０】
　対向壁部１８ａとガラス保持部５１ａとが下地材２８に当接した状態で、改装縦枠１０
をガラス保持部５１ａに室外側からビス２９にて固定する。このとき、改装縦枠１０の取
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付部１８の突起１８ｃと既設枠５０の既設壁部５１ｃとが、見込み方向にほぼ直線上に配
置されているので、取付部１８は対向壁部１８ａにおいて突起１８ｃより開口の中央側が
ガラス保持部５１ａと対向する位置にある。このため、ビス２９を中央側凹部１０ｃに進
入させて対向壁部１８ａ及び下地材２８を貫通させて、ガラス保持部５１ａに螺合させる
ことにより改装枠５を既設枠５０に取り付ける。
【００３１】
　既設枠５０に取り付けられた改装縦枠１０には、室外側からカバー部材２７を嵌め付け
ることにより凹部１０ａを覆いビス２９が露出しないようにする。
【００３２】
　また、室内側は既設枠５０が取り付けられている既設額縁７の、内周側に設けられた改
装額縁８に当接されている額縁固定部１４を開口の中央側から貫通するビス２６にて改装
額縁８に固定する。このように改装枠５を既設枠５０に取り付けた場合には、改装縦枠１
０の外方縁壁部１８ｄが既設枠５０の突出部５１ｂより外方側に配置されているので、外
壁２と取付部１８との間に空隙が形成される。この空隙にはバックアップ材３３を備える
とともにシール剤３４を充填する。
【００３３】
　最後に、既設枠５０に取り付けられた改装枠５に、障子３０を取り付けて改装サッシ１
の取り付けが完了する。
【００３４】
　このように取り付けた改装縦枠１０の取付部１８の縁となる外方縁壁部１８ｄが突出部
５１ｂより外方側に配置されて取り付けられる場合は、取付部１８が突出部５１ｂより屋
外側に位置するので、屋外側から見た際には突出部５１ｂを取付部１８にて覆って既設枠
５０の露出を小さく抑えることが可能である。特に、上記のように、取付部１８の見付け
方向の幅がガラス保持部５１ａの見付け方向の幅より大きく形成されており、取付部１８
の外方縁壁部１８ｄを外壁２と対向する位置まで突出させた場合には、既設枠５０が露出
されないので、サッシを交換したような見映えの良い外観を確保することが可能である。
【００３５】
　また、取付部１８の外方縁壁部１８ｄが突出部５１ｂより外方側に配置される場合には
、改装枠５が、より開口の外方側に配置されるので、改装枠５にて形成される新たな開口
の見付け方向の幅をより大きく確保することが可能である。
【００３６】
　このとき、取付部１８が突出部５１ｂより屋外側に位置しているので、取付部１８とガ
ラス保持部５１ａとが見込み方向に間隔を隔てて配置されており、取付部１８とガラス保
持部５１ａとの間には、取付部１８とガラス保持部５１ａとに当接される下地材２８が介
在されるので安定した状態にて改装枠５を既設枠５０に取り付けることが可能である。
【００３７】
　また、本実施形態の改装サッシ１は、図３に示すように、室外側に突出する量を小さく
抑えるように取り付けることも可能である。
【００３８】
　この場合には、図３に示すように、改装縦枠１０の外方縁壁部１８ｄが既設枠５０の突
出部５１ｂより開口の中央側に位置するように配置する。このとき、改装枠５を室外側か
ら既設枠５０に取り付けた際に、改装縦枠１０の外方縁壁部１８ｄが、既設枠５０の突出
部５１ｂと近接する位置に改装枠５を配置する。
【００３９】
　その後、改装枠５の室内側壁部１２を既設枠５０のガラス保持部５１ａの内側に挿入す
るように改装枠５を既設枠５０に近づけ、改装縦枠１０の対向壁部１８ａを既設枠５０の
ガラス保持部５１ａに当接させる。
【００４０】
　対向壁部１８ａとガラス保持部５１ａとが当接した状態で、改装縦枠１０をガラス保持
部５１ａに室外側からビス３１にて固定する。このとき、改装縦枠１０の取付部１８は外
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方側の部位がガラス保持部５１ａと対向しているので、ビス３１を外方側凹部１０ｂに進
入させて対向壁部１８ａを貫通させて、ガラス保持部５１ａに螺合させることにより改装
枠５を既設枠５０に取り付ける。その後、室外側からカバー部材２７を嵌め付けることに
より凹部１０ａを覆いビス３１が露出しないようにし、障子３０を取り付けて改装サッシ
１の取り付けが完了する。
【００４１】
　このように改装枠５の取付部１８の外方縁壁部１８ｄが、突出部５１ｂより開口の中央
側に配置されるように取り付けた場合には、ガラス保持部５１ａに直接に固定されるので
、改装枠５の室外側への突出量を小さく抑えることが可能である。
【００４２】
　また、改装縦枠１０の外方縁壁部１８ｄが既設枠５０の突出部５１ｂより開口の中央側
に配置されているので、取付部１８は外壁２側に突出せず、外壁２との間に空隙は形成さ
れない。このため、バックアップ材３３を備えたり、シール剤３４を充填する必要はない
ので、短時間に容易に施工することが可能である。
【００４３】
　本実施形態の改装サッシ１によれば、上述したように開口を大きく確保したい現場や室
外側への突出量を抑えたい現場などいずれの現場にも用いることが可能な汎用性の高い改
装サッシ１を提供することが可能である。
【００４４】
　また、改装枠５は、既設サッシであるＦＩＸ窓用のサッシの高い強度を有するガラス保
持部５１ａに取り付けられるので、ガラス保持部５１ａに改装サッシ１を強固に取り付け
ることが可能である。
【００４５】
　上記実施形態においては、既設サッシとしてＦＩＸ窓用のサッシを用いた例について説
明したが、これに限らず、既設サッシとしては、短冊状に形成された複数のガラスがルー
バーをなすガラスルーバー窓用のサッシであっても良い。
【００４６】
　図４は、改装サッシをガラスルーバー窓の既設枠に取り付けた状態を示す水平断面図で
ある。以下の説明において、上記実施形態と同様の部位及び部材については同符号を付し
て説明を省略する。
【００４７】
　ガラスルーバー窓用の既設枠６０は、ガラスルーバー窓を閉めた状態にて、ルーバー（
不図示）をなすガラス（不図示）と対向するガラス係合部としてのガラス対向部６１を有
している。
【００４８】
　ガラス対向部６１は、既設枠６０の室外側の端部６０ａより室内側に位置し、開口の中
央側に突出させて設けられている。この場合には、既設枠６０のガラス対向部６１より室
外側の部位が突出部５１ｂに相当する。
【００４９】
　ガラスルーバー窓用の既設枠６０に改装サッシ１の改装枠５を、開口をより大きく確保
ように取り付ける場合には、図４に示すように、既設枠６０の突出部５１ｂの先端より室
外側に改装縦枠１０の取付部１８を配置するとともに、改装縦枠１０の外方縁壁部１８ｄ
が既設枠６０の突出部５１ｂより外方側に位置するように配置する。
【００５０】
　そして、改装枠５の室内側壁部１２を既設枠６０のガラス対向部６１の内側に挿入する
ように改装枠５を既設枠５０に近づけ、ガラス対向部６１と取付部１８の対向壁部１８ａ
との間に下地材２８を配置し、ビス２９を中央側凹部１０ｃに進入させてガラス対向部６
１に螺合させることにより改装枠５を既設枠６０に取り付ける。
【００５１】
　また、改装枠５の室外側に突出する量を小さく抑えるように取り付ける場合については
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図示していないが、改装縦枠１０の外方縁壁部１８ｄが既設枠６０の突出部５１ｂより開
口の中央側に位置するように配置し、改装縦枠１０の対向壁部１８ａを既設枠６０のガラ
ス保持部５１ａに当接させて、ビス２９を外方側凹部１０ｂに進入させて対向壁部１８ａ
を貫通させて、ガラス保持部５１ａに螺合させることにより改装枠５を既設枠６０に取り
付ける。
【００５２】
　このように改装サッシ１は、ガラスルーバー窓用のサッシにも取り付けることが可能で
ある。
【００５３】
　また、上記実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定し
て解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良さ
れ得ると共に、本発明にはその等価物が含まれることはいうまでもない。
【符号の説明】
【００５４】
１　改装サッシ、３　開口、５　改装枠、１０　右側の改装縦枠、
１８　取付部、３５　左側の改装縦枠、５０　既設枠、
５１　右側の既設縦枠、５１ａ　ガラス保持部、５１ｂ　突出部、
５５　左側の既設縦枠、６０　既設枠、６１　ガラス対向部

【図１】 【図２】
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